
令和８年６月２４日（水）

１９：３０～２０:３０
現地とオンラインの同時開催

令和４年度から移住定住部署を新設し、様々なシティプロモーション活動を行っていく中で、

新城市を移住の候補地とされている方が多くいることがわかりました。移住するには”住ま

い”の確保が必要です。

新城市内には空き家が多くあります。空き家を長期間放置しておくと住めなくなってしまい、

価値のあるものが相続する際には”負の遺産”となってしまう可能性もあります。価値のある

うちに必要としている方へ売買又は賃貸といった方法を検討してみてはいかがでしょうか！？

今回のセミナーでは、移住施策から分かった空き家の必要性や、空き家の利活用の可能性な

どについて市役所の担当者が説明します。

※ 当セミナーは空き家物件を紹介するものではございません。

※ 収集した個人情報については、セミナー開催における確認にのみ利用することとし、それ以外の目的では使用しません。

こちらの

ＱＲコードから

申込みください

【申込締切】

令和８年６月１７日（水)

【問い合わせ】

新城市役所 企画部 政策企画課 ☎０５３６－２３－７６２０

建設部 都市計画課 ☎０５３６－２３－７６４０


